
令和８年度の浄化槽設備士・浄化槽管理士試験及び講習会の開催予定日が発表されましたのでお知らせします。

申請は、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の講習・試験共にオンライン申請 となります。

浄化槽設備士講習・浄化槽管理士講習共に、オンデマンド講習で開催されます。

（今年度より、浄化槽管理士の対面講習は終了しております）

設備士講習の効果評定　及び　管理士講習の考査　のみ従来通り対面式で実施されます。

その他の講習会の受講申請書は、それぞれの講習開催地の受付機関より入手してください。

各講習会の開催日程等については変更になる場合があります。

公益財団法人日本環境整備教育センターのホームページにてご確認をお願いいたします。

記載以外の新たな講習会開催情報等についても、随時ホームページへ掲載されます。

浄化槽設備士講習及び浄化槽管理士講習の受講申し込みは、日本環境整備教育センターのホームページから

申請を行ってください。その他の各講習会の受講申し込みは、それぞれ講習地の受付機関にお願いします。

受講料金の納入方法は、「郵便局」での払込・「銀行」での払込（振込用紙はダウンロード可能）・

「銀行ＡＴＭやインターネットバンキング」での払込が可能です。ご希望の納入方法をご確認ください。

■浄化槽設備士試験実施予定

試 験 日 令和 ８ 年 7 月 １２ 日（日）

申込期間 令和 ８ 年 ４ 月 １ 日　～　５ 月 ２０ 日（　オンライン申請　）

試 験 地 宮城県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県

受験資格 次の①、②、③のいずれかに該当する者

①学歴と必要な実務経験年数（令和８年３月31日現在で計算）

（注）1　「指定学科」とは、省令で定めている学科（土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、
　　　　　機械工学または建築学）およびそれに準ずると認められる学科をいいます。なお、申請
　　　　　時受験資格に直接関係のある最終学歴の卒業証明書を提出していただきます。
        2　「実務経験」とは、「浄化槽設置工事またはその構造若しくは規模の変更工事」における
　　　　　現場での施工経験をいい、浄化槽の販売、設計、保守点検、清掃並びに指導、教育、
　　　　　研究等の業務は入りません。
        ３　「実務経験」での申請には、現在勤務している会社の代表者等（人事権を有する立場の方）
         　　による証明が必要です。以前の会社の実務経験についても、現在の会社の代表者等の証明
　　　　　で結構です。なお、受験申請者本人が代表者の場合は、自己証明で差し支えありません。
　　　　　この場合、申請時の［証明者との関係］欄には「本人」と入力してください。

　 ※　国外学歴で申請を希望される場合、所定の期日までに事前の審査が必要となります。
　　 　詳しくは、日本環境整備教育センターホームページ「浄化槽設備士試験・国外における学歴を
　　 　有する者の受験について」をご覧ください。

②建設業法による1級または2級管工事施工管理技術検定に合格した者
　　※技術検定に合格した者とは、第二次検定合格者（管工事施工管理技士）を指し、第一次検定
　　　合格者（管工事施工管理技士補）は含まれません。

③職業能力開発促進法（旧職業訓練法）による技能検定のうち検定職種を1級または2級配管（建築
　配管作業）とするものに合格した者
　　ただし、平成16年度以降に2級配管（建築配管作業）に合格した者にあっては、同種目に関し
　4年以上の実務経験を有する者
　　※改正前の職業訓練法施行令による｢空気調和設備配管｣、｢給排水衛生設備配管｣または｢配管工｣
　　を含む

■浄化槽管理士試験実施予定

試験日 未定

試験地 宮城県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県

受験資格 学歴、経験等不問

～　　令和８年度　浄化槽に関する試験・講習等　予定　　～

指定学科 指定学科以外

大学卒業後

専門学校「高度専門士」卒業後

短期大学卒業後

高等専門学校（5年制）卒業後

専門職大学前期課程修了後

専門学校「専門士」卒業後

高等学校卒業後

専門学校卒業後

（「高度専門士」、「専門士」以外）

その他（学歴問わず）

3年以上 4年6ヵ月以上

8年以上

学歴
実務経験年数

1年以上 1年6ヵ月以上

2年以上 3年以上



■各種講習開催予定
＜講習地および講習期間＞

　１、浄化槽管理士講習（オンデマンド講習）

長期 年 月 日 ( ) ( )

中期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( ) ( )

中期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

中期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

中期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

中期 年 月 日 ( ) ( )

中期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

中期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

長期 年 月 日 ( ) ( )

短期 年 月 日 ( ) ( )

　2、浄化槽設備士講習（オンデマンド講習）

年 月 日 ( ) ( ) 月 日 ( )

年 月 日 ( ) ( ) 月 日 ( )

年 月 日 ( ) ( ) 月 日 ( )

年 月 日 ( ) ( ) 月 日 ( )

年 月 日 ( ) ( ) 月 日 ( )

　3、浄化槽技術管理者講習会

年 月 日 ( ) ( )

年 月 日 ( ) ( )

年 月 日 ( ) ( )

年 月 日 ( ) ( )

年 月 日 ( ) ( )

年 月 日 ( ) ( )

　4、浄化槽清掃技術者講習会
　5、浄化槽清掃実務者講習会
　6、コンパクト型浄化槽の清掃の実務に関する講習会
　7、コンパクト型浄化槽の清掃の実務に関する講習会Ⅱ
　8、モアコンパクト型浄化槽に関する講習会Ⅰ

■講習に関する事務等

１）受付機関
浄化槽管理士講習、浄化槽設備士講習

（公財）日本環境整備教育センターホームページよりオンラインで申し込みください
上記以外の講習

（公財）日本環境整備教育センターホームページで受付機関をご確認の上、申し込みください

２）受付期間
講習会開始日の約６週間前頃から受付（受付期間中でも定員になり次第締切り）

　公益財団法人　日本環境整備教育センター　
　　〒１３０ｰ００２４　東京都墨田区菊川２ー２３ー３
　　03-3635-4881（国家試験担当）・　03-3635-4882（講習担当）
　　　ホームページ　　https://www.jeces.or.jp
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